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１ 健康・食育かでな２１策定の経緯 

  

平成２５年２月 健康かでな２１アンケート調査 

  

平成２５年６月 第１回 健康づくり推進協議会 

  

平成２５年７月 

健康かでな２１食生活アンケート調査 

第１回 策定委員会 

  

平成２５年９月 

第２回 策定委員会 

庁内検討委員会 

  

平成２５年１０月 

第３回 策定委員会 

庁内検討委員から既存事業報告 

  

平成２５年１１月 第４回 策定委員会 

  

平成２６年１月 第５回 策定委員会 

  

平成２６年２月 

第６回 策定委員会 

庁内検討委員ヒアリング 

  

平成２６年３月 第２回健康づくり推進協議会 
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（１）嘉手納町健康づくり推進協議会の内容 

 

日 程 内 容 

第１回健康づくり推進協議会 

 平成２５年６月１３日 

嘉手納町健康づくり推進協議会委員委嘱状交付 

第２次健康かでな２１と食育推進計画の策定について

（策定グループ発表） 

第２回健康づくり推進協議会 

 平成２６年３月１３日 
第２次健康かでな２１と食育推進計画の審議 

 

 

（健康づくり推進協議会の様子） 
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（２）策定委員会の内容 

 

 

 

（策定委員会の様子） 

 

 

日 程 内 容 

第１回策定委員会 

 平成２５年７月１１日 

①アルコールについて 

②たばこについて 

①、②の課題・目標・地域支援について整理 

①食育推進でめざす姿（目標）の共有 

第２回策定委員会 

 平成２５年９月１２日 

①歯の健康について 

②身体活動・運動について 

①、②の課題・目標・地域支援について整理 

①食と文化について 

課題・目標・地域支援について整理 

②ライフステージ毎の特徴について 

第３回策定委員会 

 平成２５年１０月１０日 

①休養・こころについて 

②感染症予防について 

①、②の課題・目標・地域支援について整理 

①食と健康について 

課題・目標・地域支援について整理 

第４回策定委員会 

 平成２５年１１月１４日 

 

 

①生活習慣病予防と早期発見について 

課題・目標・地域支援について整理 

①食の安心・安全について 

課題・目標・地域支援について整理 

②いろいろな食品群について 

第５回策定委員会 

 平成２６年１月９日 
第１～４回策定委員会検討内容を確認 

第６回策定委員会 

 平成２６年２月１３日 
第２次健康かでな２１と食育推進計画の内容確認 
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（策定委員会の様子） 

 

（３）庁内検討委員会の内容 

 

日 程 内 容 

庁内検討委員会 

 平成２５年９月２６日 
第２次健康かでな２１と食育推進計画の策定について 

庁内検討委員より報告 

 平成２５年１０月中 
既存事業の内容把握 

庁内検討委員ヒアリング 

 平成２６年２月中 

第２次健康かでな２１と食育推進計画の内容と行政の

支援について 

 

（庁内策定委員会の様子） 
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２ 嘉手納町健康づくり推進協議会設置条例 

 

平成17年３月29日 

条例第９号 

改正 平成24年３月16日条例第５号 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に基づ

き、嘉手納町健康づくり推進協議会（以下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 

(1) 健康増進計画に関すること。 

(2) その他住民の健康増進に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会は、委員15人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。 

(1) 関係行政機関の職員 

(2) 保健医療に関する業務に従事する者 

(3) 町民団体の推薦する者 

(4) その他町長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選でこれを定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたとき

は、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。 

２ 協議会は、委員の過半数が出席がしなければ、会議を開くことができない。 
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３ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決

するところによる。 

（庶務） 

第７条 協議会の庶務は、福祉部町民保険課において処理する。 

（平24条例５・一部改正） 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会

長が協議会に諮って定める。 

附 則 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年条例第５号） 

この条例は、平成24年４月１日から施行する。 
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３ 健康づくり推進協議会委員名簿 
 

 

氏  名 所 属 名 

会長 与座 克己 嘉手納町文化協会 

副会長 国吉 綾子 みずがま歯科医院 

 宮城美代子 嘉手納町婦人連合会 

 石川 啓子 健康を守る会 

 吉元 真嗣 嘉手納町商工会 

 奥間  仁 社会福祉協議会 

 松村美智子 嘉手納町スポーツ推進員 

 安森 亮太 嘉手納町体育協会 

 安里 昌房 自治会長会 

 山川 宗貞 中部福祉保健所 

 稲嶺 克子 食生活改善推進協議会 

 津波 隆幸 嘉手納町連合青年会 

 比嘉 和子 母子推進協議会 

 金城 睦昇 嘉手納町民生委員児童委員協議会 

 伊敷  猛 嘉手納町ＰＴＡ 
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４ 健康かでな２１・食育推進計画策定委員会委員名簿 
 

 

 
 

氏  名 所 属 名 グループ 

国吉 綾子 みずがま歯科医院 健康かでな２１ 

宮城美代子 嘉手納町婦人連合会 健康かでな２１ 

石川 啓子 健康を守る会 健康かでな２１ 

吉元 真嗣 嘉手納町商工会 健康かでな２１ 

奥間  仁 社会福祉協議会 健康かでな２１ 

松村美智子 嘉手納町スポーツ推進員 健康かでな２１ 

安森 亮太 嘉手納町体育協会 健康かでな２１ 

安里 昌房 自治会長会 健康かでな２１ 

山川 宗貞 中部福祉保健所 健康かでな２１ 

与座 克己 嘉手納町文化協会 食育推進計画  

稲嶺 克子 食生活改善推進協議会 食育推進計画  

津波 隆幸 嘉手納町連合青年会 食育推進計画  

比嘉 和子 母子推進協議会 食育推進計画  

金城 睦昇 嘉手納町民生委員児童委員協議会 食育推進計画  

伊敷  猛 嘉手納町ＰＴＡ 食育推進計画  
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５ 健康かでな２１・食育推進計画庁内検討委員会委員名簿 

 

 

氏  名 所  属 役  職 

橋口美由紀 総務課 管財防災係長 

我謝 治彦 企画財政課 企画推進係長 

野村 順子 福祉課 地域包括支援係長 

仲村 聡子 子ども家庭課 母子保健係長 

東江 康代 子ども家庭課 管理栄養士 

徳里 明彦 都市建設課 施設管理係長 

屋比久 昭 産業環境課 農林水産係長 

喜瀬 眞一 教育総務課 学校給食共同調理場係長 

稲嶺 盛幸 教育指導課 指導主事 

宮平 永彰 社会教育課 社会教育係長 

事務局 

嶺井 政澄 町民保険課 保健師 

高良 若菜 町民保険課 管理栄養士 

石川  護 町民保険課 健康予防係長 

稲嶺 強志 町民保険課 町民保険課長 

屋宜 京子 福祉部 福祉部長 








